
■■くるみん認定の申請手続き

○認定基準の１～９をすべて満たしたら、くるみん認定の申請をしましょう。

○くるみん認定の申請は、「基準適合一般事業主認定申請書」（様式第二号）に必要書類を添

付して、電子申請、郵送又は持参のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境・均等（室）

に申請してください。 （様式の記入方法は ～ ページ参照）

○申請書に添付する書類は、以下のとおりです。

なお、これら以外の書類についても、必要に応じてご提出いただく場合があります。

添付書類 書類の例 備考

① 策定・実施した一般事業主行動計画

② 行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかに
する書類

※目標ごとの書類の例は、 ページを参
照してください。

③ 公表及び労働者への周知を行っていることを明らか
にする書類

・「両立支援のひろば」や自社のホーム
ページで公表した日が分かる画面を印
刷した書類

・社内イントラネットで労働者へ周知し
た日が分かる画面を印刷した書類

・社内に周知した文書の写し

公表・周知の日付が
分かるものが必要で
す。

④ 育児休業又は企業独自の育児を目的とした休暇制度
を利用した男性労働者の氏名、これらの制度を利用
した期間及び取得の対象となった子の年齢及び出生
日が記載されている書類

・左の事項が記載されたリスト 申請企業が任意の様
式で作成したリスト
で構いません。

（男性の育児休業取得について、労働者 人以下
企業の特例で申請する場合）

子の看護等休暇の取得、短時間勤務制度等又は企業
独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労
働者の氏名、取得又は利用の対象となった子、孫の
年齢及び出生日が記載されている書類

⑤ 育児休業等をした女性労働者及び女性有期雇用労働
者の氏名、育児休業等をした期間及び取得の対象と
なった子の年齢及び出生日が記載されている書類

⑥ 男女の育児休業等取得率等について「両立支援のひ
ろば」で公表を行っていることを明らかにする書類

・「両立支援のひろば」の画面を印刷し
た書類

⑦ 認定基準８における取組の実施状況を明らかにする
書類及び当該取組に係る目標について明らかにする
書類であって、その内容及び目標を定めた日付が分
かるもの

（（実実施施状状況況をを明明ららかかににすするる書書類類））

・就業規則の写し

・定期的な労働者の意識調査と改善策の

実施を社内に周知した文書の写し

・職場優先の意識や固定的な性別役割分

担意識等の是正のための取組の実施通

知や啓発資料、結果報告書

（（目目標標のの内内容容、、日日付付がが分分かかるる書書類類））

・目標を定めて社内イントラネットで社

内に周知した日が分かる画面を印刷し

た書類

・目標を定めて社内に周知した文書の写し

⑨ 関係法令遵守状況報告書
※１の（２）に該当する場合は、是正済みであるこ
とが確認できる是正報告書の写し等を添付

厚生労働省ホーム
ページに様式を掲載
しています。
（ ページ【ダウ
ンロード】参照）
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■■くるみん認定とは

○行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場
合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大
臣（都道府県労働局長へ委任）の認定（くるみん認定）を受けることができます。

○認定を受けると、くるみんマークを、商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート
企業であることをできます。
その結果、企業イメージの向上、労働者の理解促進やそれに伴う生産性の向上、優秀な労
働者の採用・定着が期待できます。
さらに、公共調達の加点評価等を受けることができます。（～ページ参照）

○認定を受けるためには、９項目の認定基準を全て満たす必要があります。

○認定を希望される場合、行動計画の内容が認定基準に合致するかどうか等ご不明な点があ
れば行動計画の策定時に都道府県労働局雇用環境・均等部室にご相談ください。

○令和７年４月１日から、くるみんの認定基準とくるみんマークが改正されました。
改正されたマークは、令和７年４月１日以降に認定申請し、改正された基準を全て満たし
ているとして認定決定された場合に付与されます。
※令和７年３月日以前に付与されたマークはそのまま使えます。

マークの上部に最新の認定年を記載し、いつ認定を取得した企業か、一目で分かるようになってい
ます。
また、今回改正されたマークは、認定年の横に認定基準の適用年度が明記され、新たな認定基準を
満たした企業であるということがわかりやすくなります。星の数は、これまで認定を受けた回数を
表しています。実際に付与されるマークは、認定を受けた回数に応じて星の数が変わります。
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（変更点）
認定年の後ろに「（年度基準）」
と記載されています。
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